
第
七
条
の
五

の
改
正
規
定

第
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
経
済
上

の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
と
の
間
の
協
定
（
第
七
条
の
八
及
び
第
九

条
の
二
に
お
い
て「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
」

と
い
う
。）の
規
定
に
基
づ
き
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
原
産
品
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
が
認

め
た
も
の
（
第
七
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
品
」
と
い
う
。）に

係
る
輸
入
数
量
及
び
第
八
条
の
六
第
二
項
の

譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る

輸
入
数
量
」
を
「
経
済
連
携
協
定
の
規
定
に

基
づ
き
当
該
経
済
連
携
協
定
の
原
産
品
と
さ

第
七
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
の
五

削
除

第
十
二
条
の

二
中
第
四
項

を
第
五
項
と

し
、
第
三
項

の
次
に
一
項

を
加
え
る
改

正
規
定
及
び

同
条
を
第
十

二
条
の
四
と

し
、
同
条
の

次
に
一
条
を

加
え
る
改
正

規
定

環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定

環
太
平
洋
協
定

第
十
二
条
の

次
に
二
条
を

加
え
る
改
正

規
定

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包

括
的
及
び
先
進
的
な
協
定

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定

環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定

環
太
平
洋
協
定

別
表
第
一
の

三
第
〇
四
〇

二
・
一
〇
号

の
改
正
規
定

環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定

環
太
平
洋
協
定

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
二
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
税
暫
定
措
置
法
の
改
正
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
同
条
の
規
定
（
同
法
第
七
条
の
五
の
改

正
規
定
に
限
る
。）は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
二
条
の

二
の
改
正
規

定

貨
物
（
」
の
下
に
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
協
定
（
第
十
二
条
の
四
第
四
項
及
び

第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
環
太
平

洋
協
定
」
と
い
う
。）又
は
」
を
加
え
、「
以
下

以
下

を
「
。

を
「
。）又
は
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に

関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
（
第
十
二

条
の
四
第
四
項
及
び
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に

お
い
て「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
」

と
い
う
。

環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定

環
太
平
洋
協
定

第
十
二
条
の

三
第
一
項
及

び
第
二
項
の

改
正
規
定

環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定

環
太
平
洋
協
定

第
十
二
条
の

四
第
四
項
の

改
正
規
定

職
員
に

品
目
別
原
産
地
規
則
）

環
太
平
洋
協
定
第
四
章
（
繊
維
及
び
繊
維
製

品
）
附
属
書
四

Ａ
（
繊
維
及
び
繊
維
製
品

の
品
目
別
原
産
地
規
則
）
又
は

又
は
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
第
四

章
（
繊
維
及
び
繊
維
製
品
）附
属
書
四

Ａ（
繊

維
及
び
繊
維
製
品
の
品
目
別
原
産
地
規
則
）

環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定

環
太
平
洋
協
定

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
税
関
長
が
認
め
た
も
の
に
係
る

輸
入
数
量
と
当
該
経
済
連
携
協
定
の
我
が
国

以
外
の
締
約
国
を
原
産
地
と
す
る
も
の
（
当

該
経
済
連
携
協
定
の
原
産
品
と
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
税
関
長
が
認
め
た
も
の
を
除
く
。）に
係
る

輸
入
数
量
（
政
令
で
定
め
る
日
前
の
期
間
に

係
る
も
の
に
限
る
。）と
の
合
計
数
量
」
に
改

め
る
。

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
十
二
条
の
五
の
見
出
し
を「（
環
太
平
洋
協
定
等
に
基
づ
く
調
査
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
税
関
長
は
、」の

下
に
「
環
太
平
洋
協
定
第
四
章
（
繊
維
及
び
繊
維
製
品
）
附
属
書
四

Ａ
（
繊
維
及
び
繊
維
製
品
の
品
目
別
原
産
地

規
則
）
又
は
」
を
加
え
、「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
の
」
を
「
環
太
平
洋
協
定
等
の
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
環
太
平
洋
包
括
的
及
び
先
進
的
協
定
」
を
「
環
太
平
洋
協
定
等
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
条
中
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」
を
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及

び
先
進
的
な
協
定
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

附
則
第
十
九
条
の
規
定

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
前
日

五

第
四
条
の
二
の
規
定
及
び
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ

い
て
効
力
を
生
ず
る
日

附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」
を
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包

括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」
を
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包

括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
施
行
日
」
を
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包

括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
」
に
、「
限
り
、」を
「
お
け
る
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
関
税
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
修
正
対
象
物

品
（
政
令
で
定
め
る
物
品
を
除
く
。）に
係
る
」
に
、「
環
太
平
洋
協
定
」
を
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る

包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
環
太
平
洋

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
関
税
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
修
正
対
象
物
品
（
政
令
で
定
め

る
物
品
を
除
く
。）に
係
る
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
関
税
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
八
第
四
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
政
令
で
定
め
る
日
」
と
あ
る
の
は
、「
政
令
で
定
め
る
日
と
し
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
関
税
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
修
正
対
象
物
品
（
政
令
で
定
め
る
物
品
を
除

く
。）に
あ
つ
て
は
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
と
す
る
。」と
す
る
。

附
則
第
六
条
中
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
を
「
環

太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定

の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
う
ち
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）

第
十
三
条
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
環
太
平
洋
協
定
」
を
「
経
済
連
携
協
定
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
調
整
規
定
）

第
十
九
条

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
が
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
と
な
る
場
合
に
は
、
第
四

条
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
関
税
暫
定
措
置
法
の
改
正
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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